
 

プレスリリース                                  福 島 市 
 

令和８年５月１３日 

 

福島市系統用蓄電池設備に関するガイドラインの制定について 

～ 地域と共栄する蓄電池設置の安心ガイド～  
 

 系統用蓄電池設備の適切な設置・施設運営に関する事項を定めることにより、地域住民の

安全・安心や環境保護を確保し地域との調和を図り、電力の安定供給に寄与する系統用蓄電

池と地域との共存・共栄の実現を目指すため、福島市としてガイドラインを制定しました。 
 

記 

 

１．目的 

系統用蓄電池設備の設置にあたり、設置者の遵守事項等を定めることにより、地域住民の

安全・安心や環境保護を確保するとともに、再生可能エネルギーの普及拡大に伴う電力の安

定供給に寄与する系統用蓄電池と地域との共存・共栄を実現するための適切な施設運営を促

進すること。 

 

２．ガイドライン制定日 

  令和８年５月１３日 

 

３．今後の対応 

  詳細について市ホームページでの周知及び対象事業者への周知を行う。 

   

４．その他 

  ５月１５日の記者会見でも発表予定です。 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

☐事前告知のお願い ☐当日の取材のお願い 
☑その他 

担当：企業振興課 工業基盤整備係 

   課長 児玉、係長 末永 

   電話024-525-3723（直通） 



１．目 的

系統用蓄電池設備の設置にあたり、設置者の遵守事項等を定めること

により、地域住民の安全・安心や環境保護を確保するとともに、再生可

能エネルギーの普及拡大に伴う電力の安定供給に寄与する系統用蓄電池

と地域との共存・共栄を実現するための適切な施設運営を促進すること。

２．対象となる系統用蓄電池施設

構外から伝送される電力を構内に施設した電力貯蔵装置その他の電

気工作物により貯蔵し、当該伝送された電力と同一の使用電圧及び周

波数で、さらに構外に伝送する設備 とする。

（電気設備に関する技術基準を定める省令 第１条）

■ガイドラインの概要

①区域の設定
・地域住民の安全安心を担保するため、「設置を回避すべき区域」と

「設置にあたり慎重な検討を要する区域」を設定する。

設置を回避すべき区域・・・・・・・・次ページ参照

設置にあたり慎重な検討を要する区域・市全域の「設置を回避すべき

区域」外の区域

３．主な遵守事項

４．市の役割

②設計・施工・施設管理基準

・設計・施工から施設管理まで、遵守すべき事項を明記し、適切な設

置・管理を促す。

③地域との合意形成

・設置事業者が近隣住民等に対し、形式的な住民説明会に留まること

なく、地域住民との双方向のコミュニケーションによる事業趣旨理解、

環境面、地域が持つ文化的側面の理解について建設的な意見交換の実

施を促し、実質的な合意形成を図る。

④各段階における届出

・市との事前協議段階で、「防災・安全面」「環境」「景観」等への

配慮を求める。

・系統用蓄電池のライフサイクルの各段階（計画立案、設計・施工、

施設管理、廃止）において届出の提出を求め、事業動向の把握を行う。

「福島市系統用蓄電池設備設置ガイドライン」を策定し、設置事業

者に遵守事項を監督しながら、地域住民の安全と環境を保護し、事業

が地域に負担をかけず円滑に進められるよう調整・指導を行う。

３．主な遵守事項

系統用蓄電池設備に関するガイドラインの制定
～地域と共栄する蓄電池設置の安心ガイド～
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